
泉崎村農業委員会定例総会（５月）議事録 

 

 

１ 開催の日時及び場所 

日 時：令和７年５月１５日（木）午後１時３０分から 

  場 所：泉崎村役場第１会議室 

 

 

２ 会議構成人員（１２名） 

  出席農業委員（８名）          推進委員（４名） 

   １番  箭内 一美 委員       太田川  小針 喜美司 委員 

   ２番  佐川 ヒロ子 委員      踏 瀬  箭内 一二 委員 

   ３番  和泉 輝代 委員       泉崎③  中野目 英宏 委員 

   ４番  大森 秀樹 委員       瀬知房  鈴木 勝 委員 

   ５番  穗積 正徳 委員        

   ６番  菊地 信治 委員        

   ７番  大野 厚海 委員        

   ８番  有賀 路夫 委員        

 

 

３ 本日の提出議案 

報告第１５号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

報告第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

報告第１７号 農地法第３条の規定による許可処分の取消願出書について 

報告第１８号 農地土盛届について 

議案第１９号 現況確認証明申請について 

議案第２０号 現況確認証明申請について 

議案第２１号 現況確認証明申請について 

議案第２２号 現況確認証明申請について 

議案第２３号 現況確認証明申請について 

議案第２４号 現況確認証明申請について 

議案第２５号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

議案第２６号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

議案第２７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第２８号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について 



議案第２９号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について 

議案第３０号 農用地利用集積等促進計画の一部取り下げに係る意見について 

議案第３１号 泉崎村農業委員会規程の一部を改正する告示について 

議案第３２号 泉崎村農業委員会における農地法関係事務処理等基準について 

 

 

４ 議事録署名人 

４番  大森 秀樹 委員 

５番  穗積 正徳 委員 

 

 

■開 会 

（事務局） 

  定刻になりましたので、ただ今より５月定例総会を開催いたします。始めに会長よ

り挨拶をお願いいたします。 

 

■会長挨拶 

（会長） 

皆さん、こんにちは。 

本日も、審議よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

  ありがとうございました。 

会期の決定及び議事録署名人の選任について、会長よりお願いいたします。 

 

■会期の決定及び議事録署名人 

（会長） 

  本総会の会期は、本日１日とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（会長） 

  本日１日とすることに決しました。 

  議事録署名人は「４番 大森秀樹委員」「５番 穗積正徳委員」にお願いします。 

 

 



（会長） 

では、議事に入ります。「報告第１５号から報告第１６号 農地法第１８条第６

項の規定による通知書について」こちらは関連性がございますので、事務局より一

括報告願います。 

 

（事務局） 

「報告第１５号から報告第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通知書に 

ついて」議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より報告がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないものと認め、報告のとおりとします。 

 

（会長） 

続きまして、「報告第１７号 農地法第３条の規定による許可処分の取消願出書に 

ついて」事務局より報告願います。 

 

（事務局） 

「報告第１７号 農地法第３条の規定による許可処分の取消願出書について」議案 

書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より報告がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないものと認め、報告のとおりとします。 

 

（会長） 

続きまして、「報告第１８号 農地土盛届について」事務局より報告願います。 

 

（事務局） 

「報告第１８号 農地土盛届について」議案書に従い朗読説明。 

 

 



（会長） 

ただ今、事務局より報告がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないものと認め、報告のとおりとします。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第１９号 現況確認証明申請について」事務局より説明願いま 

す。 

 

（事務局） 

「議案第１９号 現況確認証明申請について」議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第１９号 現況確認証明申請につい 

て」地区推進委員 箭内一二委員より現地状況の意見をお願いします。 

 

（箭内一二委員） 

  ５月９日に事務局、有賀会長、箭内一美委員、私、申請者で現地確認しました。山 

林化しており、畑への復元は難しく、やむを得ないと思われます。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 箭内一美委員の意見をお願いします。 

 

（箭内一美委員） 

  ５月９日に現地確認しました。周辺も遊休農地であり、山林化しています。進入路 

もなくなってしまい、周辺の状況からみても地目変更はやむを得ないと思われます。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺 

いします。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第１９号 現況確認証明申請について」許可する 

ことにご異議ございませんか。 

 



（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第１９号 現況確認証明申請について」許可することに決 

しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第２０号から議案第２４号 現況確認証明申請について」こち 

らは関連性がございますので、一括にて事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第２０号から議案第２４号 現況確認証明申請について」議案書に従い朗読 

説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第２０号から議案第２４号 現況確 

認証明申請について」地区推進委員 小針喜美司委員より現地状況の意見をお願いし 

ます。 

 

（小針喜美司委員） 

  ５月９日、有賀会長、農業委員、推進委員、事務局、申請者で現地確認しました。 

 現況、山林化しておりやむを得ないと思われます。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 大森秀樹委員の意見をお願いします。 

 

（大森秀樹委員） 

５月９日、有賀会長、私、小針委員、事務局、申請者で現地確認しました。杉が大 

きくなっていたり、原野化したりしておりました。周辺も同じような状況で、農地と 

しては場所が悪くだんだん山林化してしまうと思われます。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い 

します。 

 

 



（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第２０号から議案第２４号 現況確認証明申請に 

ついて」許可することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第２０号から議案第２４号 現況確認証明申請について」 

許可することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第２５号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申 

請について」事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第２５号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更申請について」 

議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第２５号 農地法第４条の規定によ 

る許可後の事業計画変更申請について」地区推進委員 中野目英宏委員より現地状況 

の意見をお願いします。 

 

（中野目英宏委員） 

  ５月９日、会長、大野委員、私、事務局、申請者で現地確認しました。隣とはコン 

クリートで土留めしてあり大丈夫です。道路との境もきちんとしてあり、問題ないと 

思われます。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、農業委員 大野厚海委員の意見をお願いします。 

 

（大野厚海委員） 

５月９日、会長、大野委員、私、事務局、申請者で現地確認しました。建物がコン 

テナに変更になるということで、高さや取水排水計画もなくなるということで問題な 

いと思われます。 

 



（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い 

します。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第２５号 農地法第４条の規定による許可後の事 

業計画変更申請について」承認することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第２５号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変 

更申請について」承認することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第２６号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申 

請について及び議案第２７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」 

こちらは関連性がございますので事務局より一括説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第２６号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について」 

及び「議案第２７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」議案書に  

従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第２６号 農地法第５条の規定によ 

る許可後の事業計画変更申請について」及び「議案第２７号 農地法第５条第１項の  

規定による許可申請について」地区推進委員 鈴木勝委員より現地状況の意見をお願 

いします。 

 

（鈴木勝委員） 

  ５月９日事務局、農業委員、私、申請者で現地確認しました。過去に申請し許可さ 

れていた土地で、問題ないと思います。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員が所用のため現地確認に出席できなかった 



ため代理として出席しました農業委員 穗積正徳委員の意見をお願いします。 

 

（穗積正徳委員） 

  ５月９日事務局、農業委員、私、申請者で現地確認しました。境界もきちんとして 

いました。問題ないと思われます。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い 

します。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第２６号 農地法第５条の規定による許可後の事 

業計画変更申請について」承認相当とし、「議案第２７号 農地法第５条第１項の規 

定による許可申請について」許可相当とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第２６号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変 

更申請について」承認相当とし、「議案第２７号 農地法第５条第１項の規定による 

許可申請について」許可相当とすることに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第２８号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」事 

務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第２８号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」議案書に従い朗 

読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第２８号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」意見書（案）の



とおり回答することにご異議ございませんか。 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第２８号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」 

原案のとおり回答することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第２９号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」事 

務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第２９号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」議案書に従い朗 

読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第２９号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」意見書（案）の

とおり回答することにご異議ございませんか。 

 

（会長） 

  異議なしと認め、「議案第２９号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」 

原案のとおり回答することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第３０号 農用地利用集積等促進計画の一部取り下げに係る意 

見について」事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第３０号 農用地利用集積等促進計画の一部取り下げに係る意見について」 

議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 



（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第３０号 農用地利用集積等促進計画の一部取り下げに係る意見について」 

意見書（案）のとおり回答することにご異議ございませんか。 

 

（会長） 

 異議なしと認め、「議案第３０号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」 

原案のとおり回答することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第３１号 泉崎村農業委員会規定の一部を改正する告示につい 

て」事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第３１号 泉崎村農業委員会規定の一部を改正する告示について」議案書に 

従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

  

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第３１号 泉崎村農業委員会規定の一部を改正する告示について」原案のと

おり定めることにご異議ございませんか。 

 

（会長） 

 異議なしと認め、「議案第３１号 泉崎村農業委員会規定の一部を改正する告示に 

ついて」原案のとおり定めることに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第３２号 農業委員会における農地法関係事務処理等基準につ 

いて」事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第３２号 農業委員会における農地法関係事務処理等基準について」議案書 

 に従い朗読説明。 



（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第３２号 農業委員会における農地法関係事務処理等基準について」原案の 

とおり定めることにご異議ございませんか。 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第３２号 農業委員会における農地法関係事務処理等基準 

について」原案のとおり定めることに決しました。 

 

  （午後：３時３分） 

 

 

■その他 

（会長） 

  以上で本日の案件は終了しますが、その他、事務局から何かございますか。 

 

（事務局） 

農地と山林の相互交換について 

 

 

■次回定例総会の日程について 

（会長） 

  以上を持ちまして、本総会の日程が終了しました。 

次回の定例総会について、令和７年６月１６日（月）にすることにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」とする声あり） 

 

 

■閉 会  

（会長） 

以上をもちまして泉崎村５月定例農業委員会総会を閉会といたします。お疲れ様で 

した。 

（午後：３時７分） 


